
平成29年10月１日から平成30年３月31日までの随意契約
【教育総務部】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

生涯学習ス
ポーツ課

八尾市立屋内プー
ル熱交換器プレー
ト取替修繕

平成29年10月5日

ジョンソンコン
トロールズ株
式会社　大阪
支店

大阪市阿倍野区阿倍
野筋１－１－４３
アベノハルカス２７階

3,261,600

　契約先である同社は、熱交換器の保守を担って
いる業者であり、熱交換器プレート交換作業につ
いては保守業務と不可分であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

生涯学習ス
ポーツ課

八尾市立生涯学習
施設の予約・案内
システム運用保守
業務

平成29年10月1日
株式会社ワイ
イーシーソ
リューションズ

神奈川県横浜市中区
山下町22番地

12,150,000

　本件業務については、既に構築されたシステム
の運用保守業務を担う事業者に委託することが
最適であり、当該システムを開発した日本電気株
式会社から、同社が運用保守業務を引き継いだ
ため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

八尾図書館
カスタムデザイン読
書通帳

平成30年2月16日
株式会社内田
洋行 大阪支
店

大阪市中央区和泉町
2-2-2

1,857,600

図書館情報システムと連動して導入した読書通帳
機本体が同社製であり、確実に使用できる読書通
帳である必要があるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

平成29年度　随意契約の公表（教育総務部）
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。　


